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職 員 の 提 案 に 関 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

職 員 の 提 案 に 関 す る 訓 令  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 訓 令 は 、 職 員 の 意 見 、 要 望 等 の 提 案 （ 以 下 「 提 案 」 と い う 。 ） を 積 極

的 に 集 約 し 、 業 務 や 組 織 運 営 に 反 映 さ せ る こ と に よ り 、 職 員 の 士 気 の 高 揚 を 図 る

と と も に 、 明 る く 働 き が い の あ る 職 場 づ く り を 推 進 す る た め 、 職 員 の 提 案 の 実 施

に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 審 議 委 員 会 の 設 置 ）  

第 ２ 条  職 員 の 提 案 に 対 し 、 迅 速 か つ 誠 実 に 対 応 す る と と も に 、 必 要 な 措 置 を 講 じ

る た め 、 県 本 部 に 審 議 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

２  委 員 会 の 委 員 長 に は 警 務 部 長 を 、委 員 に は 、総 務 部 総 務 課 長 、警 務 部 警 務 課 長 、

生 活 安 全 部 生 活 安 全 総 務 課 長 、 地 域 部 地 域 課 長 、 刑 事 部 刑 事 総 務 課 長 、 交 通 部 交

通 総 務 課 長 、 警 備 部 公 安 第 一 課 長 、 情 報 通 信 部 通 信 庶 務 課 長 、 総 務 部 会 計 課 長 及

び 総 務 部 装 備 課 長 の 職 に あ る 者 を も っ て 充 て る 。  

３  委 員 会 の 庶 務 を 行 う た め 、 警 務 部 警 務 課 に 事 務 局 を 置 く 。  

（ 委 員 会 の 開 催 ）  

第 ３ 条  委 員 長 は 、 提 案 の 審 議 を 行 う た め 、 必 要 に 応 じ て 委 員 会 を 開 催 し 、 会 議 を

主 宰 す る 。  

２  委 員 長 は 、 必 要 に よ り 委 員 以 外 の 職 員 に 対 し 、 委 員 会 へ の 出 席 を 求 め る こ と が

で き る 。  

（ 提 案 の 提 出 方 法 ）  

第 ４ 条  職 員 は 、提 案 が あ る と き は 、警 務 部 警 務 課 長（ 以 下「 警 務 課 長 」と い う 。）

又 は 所 属 長 に 、警 務 課 長 あ て の 提 案 は 、文 書 又 は 千 葉 県 警 察 情 報 管 理 シ ス テ ム（ 以

下 「 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 」 と い う 。 ） に よ り 、 所 属 長 あ て の 提 案 は 、 口 頭 又 は

文 書 に よ り 提 出 す る も の と す る 。  

２  警 務 課 長 あ て の 提 案 に つ い て は 、 所 属 、 氏 名 等 を 記 載 し な く て も 提 出 で き る も

の と す る 。  

３  所 属 長 あ て の 提 案 の う ち 、 所 属 に お い て 対 応 が 困 難 な も の に つ い て は 、 所 属 長

が 警 務 課 長 に 速 や か に 回 付 す る も の と す る 。  

（ 掲 示 等 ）  

第 ５ 条  事 務 局 は 、 提 案 の う ち 、 審 議 を 必 要 と す る も の に つ い て は 委 員 長 及 び 各 委

員 に 報 告 す る と と も に 、 提 案 者 の 所 属 、 氏 名 等 を 除 き 、 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム に

掲 示 す る も の と す る 。  

２  掲 示 さ れ た 提 案 に 対 し 、 同 様 の 意 見 、 代 替 案 等 が あ る 職 員 は 、 ネ ッ ト ワ ー ク シ

ス テ ム に よ り 意 見 を 提 出 す る も の と す る 。  

（ 審 議 等 ）  

第 ６ 条  委 員 長 は 、 各 委 員 に 意 見 を 求 め 、 提 案 を 検 討 す る 主 管 課 及 び 関 係 課 を 決 定



し て 、 当 該 課 長 に 検 討 さ せ る も の と す る 。  

２  主 管 課 長 及 び 関 係 課 長 は 、 速 や か に 提 案 に つ い て 検 討 し 、 そ の 結 果 を 委 員 会 に

報 告 す る も の と す る 。  

な お 、 検 討 に 当 た り 、 当 該 提 案 に 対 す る 他 の 職 員 の 意 見 が あ る と き は 、 こ れ を

参 考 に す る も の と す る 。  

３  主 管 課 長 及 び 関 係 課 長 は 、 提 案 の 内 容 が 実 現 困 難 で あ っ て も 他 の 手 段 、 方 法 等

に よ り 可 能 な 対 策 を 講 じ る な ど に よ り 実 現 に 努 め る も の と す る 。  

４  委 員 会 は 、 主 管 課 長 及 び 関 係 課 長 の 検 討 結 果 に つ い て 、 予 算 措 置 、 各 種 制 度 の

改 正 、 装 備 及 び 施 設 の 充 実 、 組 織 運 営 や 業 務 運 営 の 見 直 し な ど 、 あ ら ゆ る 視 点 か

ら 審 議 す る も の と す る 。  

（ 回 答 ）  

第 ７ 条  委 員 会 に お い て 審 議 が 終 了 し た と き は 、 事 務 局 を 経 由 し て ネ ッ ト ワ ー ク シ

ス テ ム に 掲 示 す る こ と に よ り 、 職 員 へ の 回 答 に 代 え る も の と す る 。  

な お 、 定 期 的 に 文 書 に よ り 所 属 長 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  所 属 長 あ て の 提 案 に つ い て 当 該 所 属 長 は 、 迅 速 か つ 誠 実 に 検 討 し 、 回 答 す る も

の と す る 。  

３  所 属 長 が 回 答 し た も の に つ い て は 、 そ の 提 案 及 び 回 答 概 要 を 警 務 課 長 に 報 告 す

る も の と す る 。  

（ 所 属 長 の 責 務 ）  

第 ８ 条  所 属 長 は 、ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム に 掲 示 さ れ て い る 提 案 及 び 回 答 に つ い て 、

職 員 に 周 知 す る と と も に 、 提 案 の 実 現 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 報 告 ）  

第 ９ 条  委 員 長 は 、提 案 の う ち 、特 に 重 要 と 認 め る も の に つ い て は 本 部 長 に 報 告 し 、

指 示 を 受 け る も の と す る 。  

（ 賞 揚 ）  

第 10条  優 れ た 提 案 を 行 っ た 職 員 に 対 し て は 、 積 極 的 に 賞 揚 す る も の と す る 。  


